
建設業法令遵守ガイドラインの策定
－ 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 －

H19年6月策定
H24年7月再改訂

参 考

○法令違反行為の存在
適切な施工能力を有しないいわゆるペーパーカンパニーなどの不良・不適格業者の存在をはじめ、一括下請負、技術者の

不専任、不適正な元請下請関係、社会保険・労働保険の未加入等の法令違反行為が存在
が

背景・目的

○認識がないままの法令違反行為
元請下請関係に関する規定については適用事例が少なく、違法であるという認識のないままの法令違反行為が行われて

いる可能性
○法令遵守に対する社会的要請の高まり
法令遵守の徹底は 国民の信頼回復 建設産業の魅力向上のための大前提法令遵守の徹底は、国民の信頼回復、建設産業の魅力向上のための大前提

○法律の不知による法令違反行為の防止
元請下請関係について法令違反行為に該当する一定の行為（事例）を明確にすることにより、法律の不知による法令違反

行為を防ぎ、健全な競争を促進していくことを目的

○元請下請間の取引慣行上の法令違反行為の具体例を明示
・書面による請負契約締結の実行
・「不当に低い請負代金の禁止」の定義の明確化

ガイドラインの策定（平成19年6月）

・元請が取引上の地位を不当に利用した指値発注及び赤伝処理等の禁止
・適切な工期の設定（平成20年9月追加）
・社会保険・労働保険への加入（平成24年7月改訂） 等

○元請下請間の取引に係るベスト・プラクティス
元請下請間の望ましい取引方法について その具体例等を明示・元請下請間の望ましい取引方法について、その具体例等を明示

○関係機関への周知
・地方整備局、地方公共団体等
建設業団体 商 会議所 商 会 等

ガイドラインの普及・啓発

○対等な元請下請関係の構築
○元請下請間の公正・公平な取引の

効 果

・建設業団体、商工会議所、商工会 等
○建設工事に直接携わる者への周知

・元請負人の現場代理人、監理技術者、工事現場所長等
・専門工事業者（下請負人） 等

○元請下請間の公正 公平な取引の
実現

○不知による法令違反行為の未然防止


